
幼児教育・保育の無償化フロー図

【無償化の内容】 【手続き】

住民税非課税世帯

ですか？

４月１日現在の子ども

の年齢は？

幼稚園・認定こども

園・認可保育園（小規

模保育事業所等含む）

に通っていますか？

ス
タ
ー
ト

３～５歳

はい

通っている施設、受けている認定区分は？
認可保育園等

（保育認定）

認定こども園

（保育認定）

幼稚園（未移行含む）

認定こども園（教育認定）
保育料が無料になります

（上限月額25,700円）

新たな手続きはありません

※給食費（副食費）の支払い手

続きについては後日お知らせし

ます

いいえ

はい

保育料が無料になります

未移行の幼稚園を利用する場合

のみ、施設等利用給付認定（新

１号）の申請が必要です

保育料が無料になるとともに、

預かり保育利用料（上限月額

11,300円）が無料になります

施設等利用給付認定（新２号）

の申請が必要です

※保育の必要性を確認するため

の就労証明書等の添付必須

いいえ

保育の必要性がありま

すか？

（就労・病気等）

認可外保育施設等の利用が無料
になります（上限月額37,000

円）

※認可外保育施設等は自治体の

確認を受けた施設に限ります

施設等利用給付認定（新２号）

の申請が必要です

※幼稚園・認定こども園・認可

保育園等に通っていないことが

条件となります

はい

無償化の対象になりません

いいえ

保育の必要性がありま

すか？

（就労・病気等）

０～２歳

幼稚園・認定こども

園・認可保育園（小規

模保育事業所等含む）

に通っていますか？

はい

通っている施設、受けている認定区

分は？

認可保育園等

（保育認定）

認定こども園

（保育認定）

幼稚園（未移行含む）

認定こども園（教育認定）

＜満３歳以上＞

新たな手続きはありません保育料（給食費含む）が無料に

なります

無償化の対象にはなりません

いいえ

保育の必要性がありま

すか？

（就労・病気等）

はい

いいえ

いいえ

認可外保育施設等の利用が無料
になります（上限月額42,000

円）

※認可外保育施設等は自治体の

確認を受けた施設に限ります

施設等利用給付認定（新３号）

の申請が必要です

※幼稚園・認定こども園・認可

保育園等に通っていないことが

条件となりますはい

住民税非課税世帯

ですか？

はい

いいえ

住民税非課税世帯

ですか？

はい

保育の必要性がありま

すか？

（就労・病気等）
保育料が無料になるとともに、

預かり保育利用料（上限月額

11,300円）が無料になります

施設等利用給付認定（新３号）

の申請が必要です

※保育の必要性を確認するため

の就労証明書等の添付必須

はい

保育料が無料になります

（上限月額25,700円）いいえ

いいえ

未移行の幼稚園を利用する場合

のみ、施設等利用給付認定（新

１号）の申請が必要です

＜児童発達支援について＞

３～５歳の児童発達支援

サービス等の利用は無料です。

幼稚園・認定こども園・認可

保育園等と併用している場合、

どちらも無料となります。

新たな手続きは必要ありま

せん。


